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令和 ８ 年 ２ 月 ３ 日

第 １３８７９ 号（火曜日）

毎 週 ２ 回 　 火 曜 　 金 曜 発 行

告　　　　　　　　示

石川県告示第37号
　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）に規定する特定調達
契約につき、一般競争入札の落札者を決定したので、次のとおり落札者等について告示する。
　　令和８年２月３日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　落札に係る物品等の名称、予定数量及び調達方法
　　灯油　173,000リットル　購入
２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
　　石川県立こころの病院事務局総務課経理係
　　かほく市内高松ヤ36
３　落札者を決定した日
　　令和７年12月24日
４　落札者の名称及び所在地
　　株式会社金沢丸善
　　金沢市松島１丁目32番地４
５　落札金額

　　　　告　　　示
○一般競争入札の落札者等 （地域医療政策課）　１
○救急病院の認定 （医療支援課）　２
○救急診療所の認定 （　　同　　）　２
○公有水面埋立ての免許の出願 （水　産　課）　２
○令和７管理年度知事管理漁獲可能量の設定並びに公表
　について（まさば及びごまさば対馬暖流系群、ずわい
　がに日本海系群Ａ海域、まだら本州日本海北部系群並
　びにぶり）の一部変更 （　　同　　）　４
○石川県指定金融機関の名称及び所在地の一部改正
 （出　納　室）　４
○石川県指定金融機関の名称及び所在地の一部改正
 （　　同　　）　４
○石川県指定金融機関の名称及び所在地の一部改正
 （　　同　　）　４
　　　　公　　　告
○特定調達契約に係る入札公告 （地域医療政策課）　５
○入札公告 （警 察 本 部）　６
　　　　選挙管理委員会
○衆議院小選挙区選出議員選挙における選挙会の場所及
　び日時 　11
○衆議院比例代表選出議員選挙における石川県選挙分会
　の場所及び日時 　11

○最高裁判所裁判官国民審査における石川県審査分会の
　場所及び日時 　12
○石川県選挙管理委員会告示第７号から第９号までの公
　布公告 　12
　　　　衆議院小選挙区選出議員選挙
　　　　石川県第１区選挙長
○衆議院小選挙区選出議員選挙石川県第１区における選
　挙会の選挙立会人となる者を定めるくじを行う場所及
　び日時 　13
　　　　衆議院小選挙区選出議員選挙
　　　　石川県第２区選挙長
○衆議院小選挙区選出議員選挙石川県第２区における選
　挙会の選挙立会人となる者を定めるくじを行う場所及
　び日時 　13
　　　　衆議院小選挙区選出議員選挙
　　　　石川県第３区選挙長
○衆議院小選挙区選出議員選挙石川県第３区における選
　挙会の選挙立会人となる者を定めるくじを行う場所及
　び日時 　13
　　　　衆議院比例代表選出議員選挙
　　　　石川県選挙分会長
○衆議院比例代表選出議員選挙における石川県選挙分会
　の選挙立会人となる者を定めるくじを行う場所及び日
　時 　14
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　　92.95円／リットル
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　一般競争入札の公告を行った日
　　令和７年10月21日

石川県告示第38号
　救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条第１項の規定により、救急病院として次のとおり認定
した。
　　令和８年２月３日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

名　　　称 所　　　在　　　地 認定年月日 認定の有効期限
国民健康保険能美市立病院 能美市大浜町ノ85番地 令和８年２月１日 令和11年１月31日
芳 珠 記 念 病 院 能美市緑が丘11丁目71番地 〃 〃
公 立 つ る ぎ 病 院 白山市鶴来水戸町ノ１番地 〃 〃
公 立 河 北 中 央 病 院 河北郡津幡町字津幡ロ51番地２ 〃 〃
金 沢 医 科 大 学 病 院 河北郡内灘町大学１丁目１番地 〃 〃
金 沢 聖 霊 総 合 病 院 金沢市長町１丁目５番30号 〃 〃
金 沢 西 病 院 金沢市駅西本町６丁目15番41号 〃 〃
金 沢 市 立 病 院 金沢市平和町３丁目７番３号 〃 〃
公益社団法人石川勤労者
医 療 協 会 城 北 病 院

金沢市京町20番３号 〃 〃

金 沢 大 学 附 属 病 院 金沢市宝町13番１号 〃 〃
独 立 行 政 法 人 国 立 病 院
機 構 金 沢 医 療 セ ン タ ー

金沢市下石引町１番１号 〃 〃

金 沢 赤 十 字 病 院 金沢市三馬２丁目251番地 〃 〃
国 家 公 務 員 共 済
組 合 連 合 会 北 陸 病 院

金沢市泉が丘２丁目13番43号 〃 〃

公 立 羽 咋 病 院 羽咋市的場町松崎24番地 〃 〃
社 会 医 療 法 人 財 団
董 仙 会 恵 寿 総 合 病 院

七尾市富岡町94番地 〃 〃

公 立 穴 水 総 合 病 院 鳳珠郡穴水町字川島タの８番地 〃 〃

石川県告示第39号
　救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条第１項の規定により、救急診療所として次のとおり認
定した。
　　令和８年２月３日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

名　　　称 所　　　在　　　地 認定年月日 認定の有効期限
加 藤 整 形 外 科 医 院 金沢市本江町８番18号 令和８年２月１日 令和11年１月31日

石川県告示第40号
　公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第２条第１項の規定により、次のとおり公有水面の埋立ての免許の出願が
あった。なお、公有水面埋立法第３条第１項の規定により、同法第２条第２項各号に掲げる事項を記載した書面及び
関係図書は、令和８年２月３日から同月24日まで石川県農林水産部水産課及び奥能登土木総合事務所において縦覧に
供する。
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　　92.95円／リットル
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　一般競争入札の公告を行った日
　　令和７年10月21日

石川県告示第38号
　救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条第１項の規定により、救急病院として次のとおり認定
した。
　　令和８年２月３日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

名　　　称 所　　　在　　　地 認定年月日 認定の有効期限
国民健康保険能美市立病院 能美市大浜町ノ85番地 令和８年２月１日 令和11年１月31日
芳 珠 記 念 病 院 能美市緑が丘11丁目71番地 〃 〃
公 立 つ る ぎ 病 院 白山市鶴来水戸町ノ１番地 〃 〃
公 立 河 北 中 央 病 院 河北郡津幡町字津幡ロ51番地２ 〃 〃
金 沢 医 科 大 学 病 院 河北郡内灘町大学１丁目１番地 〃 〃
金 沢 聖 霊 総 合 病 院 金沢市長町１丁目５番30号 〃 〃
金 沢 西 病 院 金沢市駅西本町６丁目15番41号 〃 〃
金 沢 市 立 病 院 金沢市平和町３丁目７番３号 〃 〃
公益社団法人石川勤労者
医 療 協 会 城 北 病 院

金沢市京町20番３号 〃 〃

金 沢 大 学 附 属 病 院 金沢市宝町13番１号 〃 〃
独 立 行 政 法 人 国 立 病 院
機 構 金 沢 医 療 セ ン タ ー

金沢市下石引町１番１号 〃 〃

金 沢 赤 十 字 病 院 金沢市三馬２丁目251番地 〃 〃
国 家 公 務 員 共 済
組 合 連 合 会 北 陸 病 院

金沢市泉が丘２丁目13番43号 〃 〃

公 立 羽 咋 病 院 羽咋市的場町松崎24番地 〃 〃
社 会 医 療 法 人 財 団
董 仙 会 恵 寿 総 合 病 院

七尾市富岡町94番地 〃 〃

公 立 穴 水 総 合 病 院 鳳珠郡穴水町字川島タの８番地 〃 〃

石川県告示第39号
　救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条第１項の規定により、救急診療所として次のとおり認
定した。
　　令和８年２月３日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

名　　　称 所　　　在　　　地 認定年月日 認定の有効期限
加 藤 整 形 外 科 医 院 金沢市本江町８番18号 令和８年２月１日 令和11年１月31日

石川県告示第40号
　公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第２条第１項の規定により、次のとおり公有水面の埋立ての免許の出願が
あった。なお、公有水面埋立法第３条第１項の規定により、同法第２条第２項各号に掲げる事項を記載した書面及び
関係図書は、令和８年２月３日から同月24日まで石川県農林水産部水産課及び奥能登土木総合事務所において縦覧に
供する。
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　　令和８年２月３日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　出願年月日
　　令和８年１月27日
２　出願者の名称
　　石川県
３　埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域
　⑴　埋立区域
　　ア　位置
　　　　輪島市門前町鹿磯弐七50番から52番、弐参84番に至る間の土地に接する地先公有水面
　　イ　区域
　　　 　次の各地点のうち①の地点と②の地点を結んだ線、②の地点から⑧の地点までを順次結ぶ平均満潮位

（D.L.+0.60メートル）における公有水面と陸域との境界線、⑧の地点から⑫の地点を結んだ線及び⑫の地点と
①の地点を結んだ線により囲まれた区域

　　　　基点：鹿磯漁港　第１防波堤　灯台（北緯37度17分26.8947秒、東経136度43分34.5206秒）
　　　　①の地点　基点から　　　339度36分49秒　274.48メートルの地点
　　　　②の地点　①の地点から　　5度20分27秒 　70.00メートルの地点
　　　　③の地点　②の地点から 　79度09分53秒 　91.23メートルの地点
　　　　④の地点　③の地点から 　20度48分59秒　　8.46メートルの地点
　　　　⑤の地点　④の地点から 　66度25分43秒 　96.68メートルの地点
　　　　⑥の地点　⑤の地点から　119度02分56秒 　70.93メートルの地点
　　　　⑦の地点　⑥の地点から　166度26分49秒 　71.26メートルの地点
　　　　⑧の地点　⑦の地点から　197度42分00秒 　92.23メートルの地点
　　　　⑨の地点　⑧の地点から　269度36分44秒 　26.12メートルの地点
　　　　⑩の地点　⑨の地点から　359度33分13秒　114.00メートルの地点
　　　　⑪の地点　⑩の地点から　269度36分44秒 　12.80メートルの地点
　　　　⑫の地点　⑪の地点から　334度36分44秒 　35.00メートルの地点
　　ウ　面積
　　　　18,032.14平方メートル
　⑵　埋立てに関する工事の施行区域
　　ア　位置
　　　　輪島市門前町鹿磯弐七50番から52番、弐参84番に至る間の土地に接する地先公有水面
　　イ　区域
　　　　次の各地点を順次に結んだ線及び㋐の地点と㋚の地点を結んだ線により囲まれた区域
　　　　基点：鹿磯漁港　第１防波堤　灯台（北緯37度17分26.8947秒、東経136度43分34.5206秒）
　　　　㋐の地点　基点から　　　337度56分24秒　194.69メートルの地点
　　　　㋑の地点　㋐の地点から　331度48分49秒 　68.75メートルの地点
　　　　㋒の地点　㋑の地点から　　2度57分44秒 　89.07メートルの地点
　　　　㋓の地点　㋒の地点から 　24度19分09秒　164.44メートルの地点
　　　　㋔の地点　㋓の地点から　129度11分08秒 　41.82メートルの地点
　　　　㋕の地点　㋔の地点から 　92度27分51秒 　54.32メートルの地点
　　　　㋖の地点　㋕の地点から　118度59分14秒 　57.87メートルの地点
　　　　㋗の地点　㋖の地点から　119度08分53秒　104.13メートルの地点
　　　　㋘の地点　㋗の地点から　131度31分20秒 　30.56メートルの地点
　　　　㋙の地点　㋘の地点から　180度27分12秒 　65.33メートルの地点
　　　　㋚の地点　㋙の地点から　203度52分34秒　112.95メートルの地点
　　ウ　面積
　　　　72,695.63平方メートル
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４　埋立地の用途
　　漁港施設用地、道路用地

石川県告示第41号
　令和７管理年度知事管理漁獲可能量の設定並びに公表について（まさば及びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに日
本海系群Ａ海域、まだら本州日本海北部系群並びにぶり）（令和７年石川県告示第228号）の一部を令和８年１月23日
に次のとおり変更したので公表する。
　　令和８年２月３日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

変更後 変更前
第１　まさば及びごまさば対馬暖流系群
　１ 　都道府県別漁獲可能量について本県に定めら
れた数量

　　　9,700トン
　２　知事管理区分に配分する数量

知事管理区分 配分数量
石川県西海地区中型まき網漁業 2,700トン
石川県輪島地区中型まき網漁業 1,100トン
石川県定置網漁業 2,400トン
石川県その他漁業 現行水準

第１　まさば及びごまさば対馬暖流系群
　１ 　都道府県別漁獲可能量について本県に定めら
れた数量

　　　8,800トン
　２　知事管理区分に配分する数量

知事管理区分 配分数量
石川県西海地区中型まき網漁業 2,700トン
石川県輪島地区中型まき網漁業 1,100トン
石川県定置網漁業 2,400トン
石川県その他漁業 現行水準

石川県告示第42号
　石川県指定金融機関の名称及び所在地（昭和39年石川県告示第192号）の一部を次のように改正し、令和７年10月
20日から適用する。
　　令和８年２月３日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
　表の株式会社北国銀行旭町支店の項中「金沢市旭町３丁目」を「金沢市石引１丁目」に改める。

石川県告示第43号
　石川県指定金融機関の名称及び所在地（昭和39年石川県告示第192号）の一部を次のように改正し、令和７年11月
17日から適用する。
　　令和８年２月３日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
　表の株式会社北国銀行寺町支店の項及び株式会社北国銀行野田支店の項中「金沢市平和町３丁目」を「金沢市三口
新町４丁目」に改め、表の株式会社北国銀行円光寺支店の項中「金沢市山科３丁目」を「金沢市久安２丁目」に改め
る。

石川県告示第44号
　石川県指定金融機関の名称及び所在地（昭和39年石川県告示第192号）の一部を次のように改正し、令和８年１月
19日から適用する。
　　令和８年２月３日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
　表の株式会社北国銀行犀川中央支店の項中「金沢市長土塀３丁目」を「金沢市広岡２丁目」に改め、表の株式会社
北国銀行北安江支店の項中「金沢市北安江２丁目」を「金沢市広岡２丁目」に改め、表の株式会社北国銀行増泉支店
の項中「金沢市長土塀３丁目」を「金沢市広岡２丁目」に改め、表の株式会社北国銀行根上支店の項及び株式会社北
国銀行寺井支店の項中「能美市大成町」を「能美市寺井町」に改め、表の株式会社北国銀行辰口支店の項中「能美市
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４　埋立地の用途
　　漁港施設用地、道路用地

石川県告示第41号
　令和７管理年度知事管理漁獲可能量の設定並びに公表について（まさば及びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに日
本海系群Ａ海域、まだら本州日本海北部系群並びにぶり）（令和７年石川県告示第228号）の一部を令和８年１月23日
に次のとおり変更したので公表する。
　　令和８年２月３日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

変更後 変更前
第１　まさば及びごまさば対馬暖流系群
　１ 　都道府県別漁獲可能量について本県に定めら
れた数量

　　　9,700トン
　２　知事管理区分に配分する数量

知事管理区分 配分数量
石川県西海地区中型まき網漁業 2,700トン
石川県輪島地区中型まき網漁業 1,100トン
石川県定置網漁業 2,400トン
石川県その他漁業 現行水準

第１　まさば及びごまさば対馬暖流系群
　１ 　都道府県別漁獲可能量について本県に定めら
れた数量

　　　8,800トン
　２　知事管理区分に配分する数量

知事管理区分 配分数量
石川県西海地区中型まき網漁業 2,700トン
石川県輪島地区中型まき網漁業 1,100トン
石川県定置網漁業 2,400トン
石川県その他漁業 現行水準

石川県告示第42号
　石川県指定金融機関の名称及び所在地（昭和39年石川県告示第192号）の一部を次のように改正し、令和７年10月
20日から適用する。
　　令和８年２月３日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
　表の株式会社北国銀行旭町支店の項中「金沢市旭町３丁目」を「金沢市石引１丁目」に改める。

石川県告示第43号
　石川県指定金融機関の名称及び所在地（昭和39年石川県告示第192号）の一部を次のように改正し、令和７年11月
17日から適用する。
　　令和８年２月３日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
　表の株式会社北国銀行寺町支店の項及び株式会社北国銀行野田支店の項中「金沢市平和町３丁目」を「金沢市三口
新町４丁目」に改め、表の株式会社北国銀行円光寺支店の項中「金沢市山科３丁目」を「金沢市久安２丁目」に改め
る。

石川県告示第44号
　石川県指定金融機関の名称及び所在地（昭和39年石川県告示第192号）の一部を次のように改正し、令和８年１月
19日から適用する。
　　令和８年２月３日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
　表の株式会社北国銀行犀川中央支店の項中「金沢市長土塀３丁目」を「金沢市広岡２丁目」に改め、表の株式会社
北国銀行北安江支店の項中「金沢市北安江２丁目」を「金沢市広岡２丁目」に改め、表の株式会社北国銀行増泉支店
の項中「金沢市長土塀３丁目」を「金沢市広岡２丁目」に改め、表の株式会社北国銀行根上支店の項及び株式会社北
国銀行寺井支店の項中「能美市大成町」を「能美市寺井町」に改め、表の株式会社北国銀行辰口支店の項中「能美市
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辰口町」を「能美市寺井町」に改める。

公　　　　　　　　告

特定調達契約に係る入札公告
　次のとおり地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）に規定す
る特定調達契約に係る一般競争入札を実施する。
　　令和８年２月３日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　調達内容
　⑴　購入件名及び数量
　　　灯油　91,000リットル
　⑵　調達件名の特質等
　　　ＪＩＳ１号
　⑶　納入期間
　　　令和８年４月１日から同年６月30日まで
　⑷　納入場所
　　　石川県立こころの病院
　⑸　今後調達が予定される件名、数量及び入札公告予定時期
　　　灯油　151,000リットル（令和８年７月１日から同年９月30日まで）　令和８年４月頃
　⑹　入札方法
　　　入札金額は、⑴の物件の１リットル当たりの単価額を記載すること。
　　 　なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額
をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか
を問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

２　競争入札参加者資格
　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
　⑵ 　令和７年度に石川県において締結が見込まれる物品等の特定調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資
格等（令和７年石川県告示第113号）に基づき、競争入札参加者資格を有すると認められた者であること。

　　 　なお、当該競争入札に参加する資格の審査については、５⑺に掲げる場所において随時申請を受け付けてい
る。

　⑶　指名停止の措置を受けている者でないこと。
　⑷　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
　　ア 　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結

する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者

　　イ 　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同
じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　ウ 　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力
団又は暴力団員の利用等をしている者

　　エ 　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴
力団の維持運営に協力し、又は関与している者

　　オ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
３　入札者に要求される義務
　 　入札者は、当該物品を指定した日時及び場所に納入できることを証明する書類等入札説明書に示す関係書類を令
和８年３月６日（金）までに４⑴の提出場所に提出しなければならない。
　　なお、契約担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
４　入札書の提出場所等
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　⑴　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先
　　　〒929－1293　かほく市内高松ヤ36
　　　石川県立こころの病院事務局総務課経理係　電話番号　076－281－1125
　⑵　入札説明書の交付方法
　　　⑴の交付場所において交付
　⑶　入札書の受領期限
　　 　令和８年３月27日（金）午後１時30分（郵送の場合は、簡易書留とし、受領期限内必着とする。宛先は、⑴の
提出場所とする。）

　⑷　開札の日時及び場所
　　　令和８年３月27日（金）午後１時30分　石川県立こころの病院管理棟２階第３会議室
５　その他
　⑴　契約手続において使用する言語及び通貨
　　　日本語及び日本国通貨
　⑵　入札保証金及び契約保証金
　　　免除
　⑶　入札の無効
　　 　この公告に示した競争入札参加者資格のない者の提出した入札書、入札者に要求される義務を履行しなかった
者の提出した入札書その他入札説明書に示す無効の入札書による入札は、無効とする。

　⑷　契約書作成の要否
　　　要
　⑸　落札者の決定方法
　　 　石川県財務規則（昭和38年石川県規則第67号）第119条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最
低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

　⑹　手続における交渉の有無
　　　無
　⑺　競争入札参加者資格の申請書の配布場所及び提出場所
　　　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地
　　　石川県総務部管財課用度グループ　電話番号　076－225－1262
　⑻　その他
　　　詳細は、入札説明書による。
６　Summary

　⑴　Nature and quantity of the products to be purchased

　　　Kerosene (paraffin) oil 91,000ℓ

　⑵　Delivery period 

　　　From 1 April 2026 through 30 June 2026

　⑶　Delivery place

　　　Ishikawa Prefectural Hospital of Mental Health

　⑷　Time limit of tender

　　　1:30 p.m. 27 March 2026

　⑸　Contact point for the notice

　　　Fiscal Division Ishikawa Prefectural Hospital of Mental Health

　　　36 ya Uchitakamatsu Kahoku 929-1293 Japan TEL 076-281-1125

入　　　札　　　公　　　告
　次のとおり一般競争入札を実施する。
　　令和８年２月３日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　一般競争入札に付する事項
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　⑴　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先
　　　〒929－1293　かほく市内高松ヤ36
　　　石川県立こころの病院事務局総務課経理係　電話番号　076－281－1125
　⑵　入札説明書の交付方法
　　　⑴の交付場所において交付
　⑶　入札書の受領期限
　　 　令和８年３月27日（金）午後１時30分（郵送の場合は、簡易書留とし、受領期限内必着とする。宛先は、⑴の
提出場所とする。）

　⑷　開札の日時及び場所
　　　令和８年３月27日（金）午後１時30分　石川県立こころの病院管理棟２階第３会議室
５　その他
　⑴　契約手続において使用する言語及び通貨
　　　日本語及び日本国通貨
　⑵　入札保証金及び契約保証金
　　　免除
　⑶　入札の無効
　　 　この公告に示した競争入札参加者資格のない者の提出した入札書、入札者に要求される義務を履行しなかった
者の提出した入札書その他入札説明書に示す無効の入札書による入札は、無効とする。

　⑷　契約書作成の要否
　　　要
　⑸　落札者の決定方法
　　 　石川県財務規則（昭和38年石川県規則第67号）第119条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最
低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

　⑹　手続における交渉の有無
　　　無
　⑺　競争入札参加者資格の申請書の配布場所及び提出場所
　　　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地
　　　石川県総務部管財課用度グループ　電話番号　076－225－1262
　⑻　その他
　　　詳細は、入札説明書による。
６　Summary

　⑴　Nature and quantity of the products to be purchased

　　　Kerosene (paraffin) oil 91,000ℓ

　⑵　Delivery period 

　　　From 1 April 2026 through 30 June 2026

　⑶　Delivery place

　　　Ishikawa Prefectural Hospital of Mental Health

　⑷　Time limit of tender

　　　1:30 p.m. 27 March 2026

　⑸　Contact point for the notice

　　　Fiscal Division Ishikawa Prefectural Hospital of Mental Health

　　　36 ya Uchitakamatsu Kahoku 929-1293 Japan TEL 076-281-1125

入　　　札　　　公　　　告
　次のとおり一般競争入札を実施する。
　　令和８年２月３日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　一般競争入札に付する事項
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　⑴　委託業務名
　　　放置車両確認等事務
　⑵　業務内容
　　　入札説明書による。
　⑶　委託期間
　　　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで
　⑷　予定数量
　　　（１日当たりの実働活動時間）８時間×（委託期間内における活動日数）216日
２　入札に参加する者に必要な資格に関する事項
　 　この入札に参加することができる者は、平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契
約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等（平成
９年石川県告示第581号）に基づき、令和７年度において競争入札参加者資格を有する者で、次に掲げる条件の全
てに該当し、かつ、知事によりこの委託に係る入札参加者資格の確認を受けたものであること。
　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
　⑵　県の指名停止措置を受けていない者であること。
　⑶　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
　　ア 　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結

する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者

　　イ 　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同
じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　ウ 　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力
団又は暴力団員の利用等をしている者

　　エ 　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴
力団の維持運営に協力し、又は関与している者

　　オ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
３　入札者に要求される義務
　 　入札者は、入札参加者資格確認申請書を提出しなければならない。入札参加者資格確認申請書は、次に示す事項
について証明する書類を添えて令和８年２月25日（水）までに５⑴の提出場所に提出すること。
　 　なお、契約担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
　⑴　入札説明書に定められる業務内容を公正かつ的確に遂行し得る者であること。
　⑵ 　道路交通法（昭和35年法律第105号）第51条の８第１項の規定に基づく放置車両確認等事務に係る石川県公安
委員会登録を有する者で、県内に本店又は支店等を有し、かつ、金沢中警察署及び金沢東警察署近隣に駐車監視
員の待機場所を確保できる者であること。

　⑶ 　県若しくは県内の地方公共団体又は警視庁若しくは道府県警察本部が発注した各種委託契約を受注し、又は履
行した実績を有し、この委託業務の履行が可能であると認められる者であること。

　⑷　入札参加者資格確認時において駐車監視員を４人以上確保している者であること。
　⑸ 　社内規程等により、業務知識及びその遂行能力向上のための研修規定、自主検査及び監査に関する規定、従業
員に対する賞罰規定、機密の漏洩を防止するための規定等が整備されており、かつ、それらが正常に運用されて
いる者であること。

４　入札参加者資格の確認結果の通知
　　確認結果の通知は、令和８年２月26日（木）までに入札参加者資格確認結果通知書の郵送等により行う。
５　入札書の提出場所等
　⑴　入札書の提出場所、入札説明書及び入札参加者資格確認申請書の交付場所並びに問合せ先
　　　〒920－8553　金沢市鞍月１丁目１番地
　　　石川県警察本部庁舎４階　会計課　電話番号　076－225－0110（内線2213）
　⑵　入札説明書の交付方法
　　　⑴の交付場所において交付
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　⑶　入札書の受領期限
　　 　令和８年２月27日（金）正午（郵送の場合は、書留郵便とし、受領期限内必着とする。宛先は、⑴の提出場所

とする。）
　⑷　開札の日時及び場所
　　　令和８年２月27日（金）午後１時30分　石川県警察本部庁舎２階入札室
６　入札方法
　 　入札書に記載する金額は、駐車監視員１ユニット（駐車監視員２人以上）当たりの１日の委託費（基本委託日
額）を記載すること。
　 　なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額
をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを
問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
７　落札者の決定方法
　 　石川県財務規則（昭和38年石川県規則第67号）第119条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低
の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
８　入札に関する注意事項
　⑴　入札参加者は、入札当日、入札参加者資格確認結果通知書を提示すること。
　⑵　入札参加者は、仕様書、契約書案その他関係書類を熟覧の上、入札すること。
　⑶ 　入札参加者資格を有すると認められた者が入札を希望しないときは、入札に参加しないことができる。この場
合において、県は、入札に参加しないことを理由に不利益な取扱いは行わない。

９　入札の無効
　 　この公告に示した競争入札参加者資格のない者の提出した入札書、入札者に要求される義務を履行しなかった者
の提出した入札書その他入札説明書に示す無効の入札書に掲げる入札書は、無効とする。
10　契約書作成の要否
　　要
11　入札保証金及び契約保証金
　　免除

１　一般競争入札に付する事項
　⑴　委託業務名
　　　自動車保管場所関係事務
　⑵　業務内容
　　　入札説明書による。
　⑶　委託期間
　　　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで
２　入札に参加する者に必要な資格に関する事項
　 　この入札に参加することができる者は、平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契
約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等（平成
９年石川県告示第581号）に基づき、令和７年度において競争入札参加者資格を有する者で、次に掲げる条件の全
てに該当し、かつ、知事によりこの委託に係る入札参加者資格の確認を受けたものであること。
　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
　⑵　県の指名停止措置を受けていない者であること。
　⑶　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
　　ア 　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結

する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者

　　イ 　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同
じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　ウ 　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力
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　⑶　入札書の受領期限
　　 　令和８年２月27日（金）正午（郵送の場合は、書留郵便とし、受領期限内必着とする。宛先は、⑴の提出場所

とする。）
　⑷　開札の日時及び場所
　　　令和８年２月27日（金）午後１時30分　石川県警察本部庁舎２階入札室
６　入札方法
　 　入札書に記載する金額は、駐車監視員１ユニット（駐車監視員２人以上）当たりの１日の委託費（基本委託日
額）を記載すること。
　 　なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額
をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを
問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
７　落札者の決定方法
　 　石川県財務規則（昭和38年石川県規則第67号）第119条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低
の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
８　入札に関する注意事項
　⑴　入札参加者は、入札当日、入札参加者資格確認結果通知書を提示すること。
　⑵　入札参加者は、仕様書、契約書案その他関係書類を熟覧の上、入札すること。
　⑶ 　入札参加者資格を有すると認められた者が入札を希望しないときは、入札に参加しないことができる。この場
合において、県は、入札に参加しないことを理由に不利益な取扱いは行わない。

９　入札の無効
　 　この公告に示した競争入札参加者資格のない者の提出した入札書、入札者に要求される義務を履行しなかった者
の提出した入札書その他入札説明書に示す無効の入札書に掲げる入札書は、無効とする。
10　契約書作成の要否
　　要
11　入札保証金及び契約保証金
　　免除

１　一般競争入札に付する事項
　⑴　委託業務名
　　　自動車保管場所関係事務
　⑵　業務内容
　　　入札説明書による。
　⑶　委託期間
　　　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで
２　入札に参加する者に必要な資格に関する事項
　 　この入札に参加することができる者は、平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契
約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等（平成
９年石川県告示第581号）に基づき、令和７年度において競争入札参加者資格を有する者で、次に掲げる条件の全
てに該当し、かつ、知事によりこの委託に係る入札参加者資格の確認を受けたものであること。
　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
　⑵　県の指名停止措置を受けていない者であること。
　⑶　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
　　ア 　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結

する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者

　　イ 　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同
じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　ウ 　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力
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団又は暴力団員の利用等をしている者
　　エ 　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴

力団の維持運営に協力し、又は関与している者
　　オ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
３　入札者に要求される義務
　 　入札者は、入札参加者資格確認申請書を提出しなければならない。入札参加者資格確認申請書は、次に示す事項
について証明する書類を添えて令和８年２月25日（水）までに５⑴の提出場所に提出すること。
　　なお、契約担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
　⑴　入札説明書に定められる業務内容を公正かつ的確に遂行し得る者であること。
　⑵ 　自動車保管場所関係事務を行うために必要な能力を有する者が置かれている法人として次に掲げる条件の全て
に該当するものであること。

　　ア 　道路交通法（昭和35年法律第105号）第74条の３に規定する安全運転管理者としての経歴を１年以上有する
者を委託業務の責任者として指定することができること。

　　イ　直接的な正規雇用関係にある者を責任者とすることができること。
　　ウ　委託業務に関する問題等が生じた場合は、責任者において対応が可能であること。
　⑶　県内に事業所を置く者であること。
　⑷　履行場所ごとに指定する人数の業務従事者を確保できる者であること。
　⑸ 　県若しくは県内の地方公共団体又は警視庁若しくは道府県警察本部が発注した各種委託契約を受注し、又は履
行した実績を有し、この委託業務の履行が可能であると認められる者であること。

　⑹ 　社内規程等により、業務の知識及び遂行能力向上のための研修に関する規定、自主検査及び監査に関する規
定、従業員に対する賞罰に関する規定、機密の漏えいを防止するための規定等が整備されており、かつ、正常に
運用されている者であること。

４　入札参加者資格の確認結果の通知
　　確認結果の通知は、令和８年２月26日（木）までに入札参加者資格確認結果通知書の郵送等により行う。
５　入札書の提出場所等
　⑴　入札書の提出場所、入札説明書及び入札参加者資格確認申請書の交付場所並びに問合せ先
　　　〒920－8553　金沢市鞍月１丁目１番地
　　　石川県警察本部庁舎４階　会計課　電話番号　076－225－0110（内線2213） 
　⑵　入札説明書の交付方法
　　　⑴の交付場所において交付
　⑶　入札書の受領期限
　　 　令和８年２月27日（金）正午（郵送の場合は、簡易書留とし、受領期限内必着とする。宛先は、⑴の提出場所

とする。）
　⑷　開札の日時及び場所
　　　令和８年２月27日（金）午後１時40分　石川県警察本部庁舎２階　入札室
６　入札方法
　 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額（当該
金額に１円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、
入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金
額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
７　落札者の決定方法
　 　石川県財務規則（昭和38年石川県規則第67号）第119条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低
の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
８　入札に関する注意事項
　⑴　入札参加者は、入札当日、入札参加者資格確認結果通知書を提示すること。
　⑵　入札参加者は、仕様書、契約書案その他関係書類を熟覧の上、入札すること。
　⑶ 　入札参加者資格を有すると認められた者が入札を希望しないときは、入札に参加しないことができる。この場
合において、県は、入札に参加しないことを理由に不利益な取扱いは行わない。
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９　入札の無効
　 　この公告に示した競争入札参加者資格のない者の提出した入札書、入札者に要求される義務を履行しなかった者
の提出した入札書その他入札説明書に示す無効の入札書に掲げる入札書は、無効とする。
10　契約書作成の要否
　　要
11　入札保証金及び契約保証金
　　免除

１　一般競争入札に付する事項
　⑴　委託業務名
　　　運転免許関係講習・受付等業務
　⑵　業務内容
　　　入札説明書による。
　⑶　委託期間
　　　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで
２　入札に参加する者に必要な資格に関する事項
　 　この入札に参加することができる者は、平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契
約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等（平成
９年石川県告示第581号）及び平成12年度以降石川県が発注する建築物の管理業務の契約に係る一般競争入札及び
指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等（平成11年石川県告示第653号）
に基づき、令和７年度において競争入札参加者資格を有する者で、次に掲げる条件の全てに該当し、かつ、知事に
よりこの委託に係る入札参加者資格の確認を受けたものであること。
　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
　⑵　県の指名停止措置を受けていない者であること。
　⑶　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
　　ア 　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結

する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者

　　イ 　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同
じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　ウ 　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力
団又は暴力団員の利用等をしている者

　　エ 　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴
力団の維持運営に協力し、又は関与している者

　　オ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
３　入札者に要求される義務
　 　入札者は、入札参加者資格確認申請書を提出しなければならない。入札参加者資格確認申請書は、次に示す事項
について証明する書類を添えて令和８年２月25日（水）までに５⑴の提出場所に提出すること。
　　なお、契約担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
　⑴　仕様書に定められる業務内容等を、公正かつ的確に遂行し得る者であること。
　⑵ 　令和８年２月25日（水）までに道路交通法（昭和35年法律第105号）第108条第１項の規定により石川県公安委
員会の認定を受けた者で、県内に本店、支店等を有するものであること。

　⑶ 　県若しくは県内の地方公共団体又は警視庁若しくは道府県警察本部が発注した各種委託契約を受注し、又は履
行した実績を有し、この委託業務の履行が可能であると認められる者であること。

４　入札参加者資格の確認結果の通知
　　確認結果の通知は、令和８年２月26日（木）までに入札参加者資格確認結果通知書の郵送等により行う。
５　入札書の提出場所等
　⑴　入札書の提出場所、入札説明書及び入札参加者資格確認申請書の交付場所並びに問合せ先
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９　入札の無効
　 　この公告に示した競争入札参加者資格のない者の提出した入札書、入札者に要求される義務を履行しなかった者
の提出した入札書その他入札説明書に示す無効の入札書に掲げる入札書は、無効とする。
10　契約書作成の要否
　　要
11　入札保証金及び契約保証金
　　免除

１　一般競争入札に付する事項
　⑴　委託業務名
　　　運転免許関係講習・受付等業務
　⑵　業務内容
　　　入札説明書による。
　⑶　委託期間
　　　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで
２　入札に参加する者に必要な資格に関する事項
　 　この入札に参加することができる者は、平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契
約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等（平成
９年石川県告示第581号）及び平成12年度以降石川県が発注する建築物の管理業務の契約に係る一般競争入札及び
指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等（平成11年石川県告示第653号）
に基づき、令和７年度において競争入札参加者資格を有する者で、次に掲げる条件の全てに該当し、かつ、知事に
よりこの委託に係る入札参加者資格の確認を受けたものであること。
　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
　⑵　県の指名停止措置を受けていない者であること。
　⑶　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
　　ア 　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結

する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者

　　イ 　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同
じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　ウ 　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力
団又は暴力団員の利用等をしている者

　　エ 　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴
力団の維持運営に協力し、又は関与している者

　　オ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
３　入札者に要求される義務
　 　入札者は、入札参加者資格確認申請書を提出しなければならない。入札参加者資格確認申請書は、次に示す事項
について証明する書類を添えて令和８年２月25日（水）までに５⑴の提出場所に提出すること。
　　なお、契約担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
　⑴　仕様書に定められる業務内容等を、公正かつ的確に遂行し得る者であること。
　⑵ 　令和８年２月25日（水）までに道路交通法（昭和35年法律第105号）第108条第１項の規定により石川県公安委
員会の認定を受けた者で、県内に本店、支店等を有するものであること。

　⑶ 　県若しくは県内の地方公共団体又は警視庁若しくは道府県警察本部が発注した各種委託契約を受注し、又は履
行した実績を有し、この委託業務の履行が可能であると認められる者であること。

４　入札参加者資格の確認結果の通知
　　確認結果の通知は、令和８年２月26日（木）までに入札参加者資格確認結果通知書の郵送等により行う。
５　入札書の提出場所等
　⑴　入札書の提出場所、入札説明書及び入札参加者資格確認申請書の交付場所並びに問合せ先
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　　　〒920－8553　金沢市鞍月１丁目１番地
　　　石川県警察本部庁舎４階　会計課　電話番号　076－225－0110（内線2213）
　⑵　入札説明書等の交付方法
　　　⑴の交付場所において交付
　⑶　入札書の受領期限
　　 　令和８年２月27日（金）正午（郵送の場合は、簡易書留とし、受領期限内必着とする。宛先は、⑴の提出場所

とする。）
　⑷　開札の日時及び場所
　　　令和８年２月27日（金）午後１時50分　石川県警察本部庁舎２階　入札室
６　入札方法
　 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額（当該
金額に１円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、
入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金
額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
７　落札者の決定方法
　 　石川県財務規則（昭和38年石川県規則第67号）第119条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低
の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
８　入札に関する注意事項
　⑴　入札参加者は、入札当日、入札参加者資格確認結果通知書を提示すること。
　⑵　入札参加者は、仕様書、契約書案その他関係書類を熟覧の上、入札すること。
　⑶ 　入札参加者資格を有すると認められた者が入札を希望しないときは、入札に参加しないことができる。この場
合において、県は、入札に参加しないことを理由に不利益な取扱いは行わない。

９　入札の無効
　 　この公告に示した競争入札参加者資格のない者の提出した入札書、入札者に要求される義務を履行しなかった者
の提出した入札書その他入札説明書に示す無効の入札書に掲げる入札書は、無効とする。
10　契約書作成の要否
　　要
11　入札保証金及び契約保証金
　　免除

選 挙 管 理 委 員 会

石川県選挙管理委員会告示第25号
　令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における選挙会の場所及び日時を、公職選挙法（昭和25年法
律第100号）第78条の規定により次のとおり告示する。
　　令和８年２月３日
 石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　

選 挙 区 選　挙　会　の　場　所 選　挙　会　の　日　時
石川県第１区 金沢市鞍月１丁目１番地

石川県庁511会議室
（行政庁舎５階）

令和８年２月10日　午前９時30分
石川県第２区 令和８年２月10日　午前10時
石川県第３区 令和８年２月10日　午前10時30分

石川県選挙管理委員会告示第26号
　令和８年２月８日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における石川県選挙分会の場所及び日時を、公職選挙法（昭
和25年法律第100号）第78条の規定により次のとおり告示する。
　　令和８年２月３日
 石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　
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１　場　所　　金沢市鞍月１丁目１番地　石川県庁511会議室（行政庁舎５階）
２　日　時　　令和８年２月10日　午前11時

石川県選挙管理委員会告示第27号
　令和８年２月８日執行の最高裁判所裁判官国民審査における石川県審査分会の場所及び日時を、最高裁判所裁判官
国民審査法（昭和22年法律第136号）第34条において準用する公職選挙法（昭和25年法律第100号）第78条の規定によ
り次のとおり告示する。
　　令和８年２月３日
 石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　
１　場　所　　金沢市鞍月１丁目１番地　石川県庁511会議室（行政庁舎５階）
２　日　時　　令和８年２月10日　午前11時30分

石川県選挙管理委員会告示第７号から第９号までの公布公告
　石川県選挙管理委員会組織運営規程（昭和56年石川県選挙管理委員会規程第１号）第21条の規定によりその例によ
ることとされる石川県告示等の公布に関する規則（昭和45年石川県規則第38号）第２条ただし書の規定により、次の
とおり県庁前の掲示場に掲示して公布した。
　　令和８年２月３日
 石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　

石川県選挙管理委員会告示第７号
　衆議院小選挙区選出議員選挙（石川県第１区、石川県第２区、石川県第３区）において、政見放送及び経歴
放送実施規程（平成６年自治省告示第165号）第２条第７項の規定による候補者届出政党が政見放送を行うこと
ができる基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる候補者届出政党１政党当
たりの政見放送回数は、次のとおりとし、この告示の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の選挙か
ら適用する。
　なお、令和６年10月25日付け石川県選挙管理委員会告示第74号は、これを廃止する。
　　令和８年１月23日

石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　

区　　　　　　　分
テレビジョン放送 ラ ジ オ 放 送

基幹放送事業者名 回数 基幹放送事業者名 回数
石川県における届出候補者が１人
又は２人である候補者届出政党

石川テレビ放送株式会社 １ 北陸放送株式会社 １

石川県における届出候補者が３人
である候補者届出政党    

石川テレビ放送株式会社
株式会社テレビ金沢

１
１

北陸放送株式会社 １

石川県選挙管理委員会告示第８号
　令和８年２月８日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙において、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第
22条第３項の規定により、選挙人名簿の登録について、被登録資格の決定の基準となる日を次のとおり定めた
ので、公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第14条第２項の規定により告示する。
　　令和８年１月23日

石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　
　被登録資格の決定の基準日
　令和８年１月26日（ただし、年齢については、令和８年２月８日）

石川県選挙管理委員会告示第９号
　令和８年２月８日執行予定の衆議院比例代表選出議員選挙において、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第
175条第３項及び第６項の規定により衆議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに衆議院名簿登載者の氏名及び



12 令和８年２月３日（火曜日） 第 1 3 8 7 9 号石　川　県　公　報

１　場　所　　金沢市鞍月１丁目１番地　石川県庁511会議室（行政庁舎５階）
２　日　時　　令和８年２月10日　午前11時

石川県選挙管理委員会告示第27号
　令和８年２月８日執行の最高裁判所裁判官国民審査における石川県審査分会の場所及び日時を、最高裁判所裁判官
国民審査法（昭和22年法律第136号）第34条において準用する公職選挙法（昭和25年法律第100号）第78条の規定によ
り次のとおり告示する。
　　令和８年２月３日
 石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　
１　場　所　　金沢市鞍月１丁目１番地　石川県庁511会議室（行政庁舎５階）
２　日　時　　令和８年２月10日　午前11時30分

石川県選挙管理委員会告示第７号から第９号までの公布公告
　石川県選挙管理委員会組織運営規程（昭和56年石川県選挙管理委員会規程第１号）第21条の規定によりその例によ
ることとされる石川県告示等の公布に関する規則（昭和45年石川県規則第38号）第２条ただし書の規定により、次の
とおり県庁前の掲示場に掲示して公布した。
　　令和８年２月３日
 石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　

石川県選挙管理委員会告示第７号
　衆議院小選挙区選出議員選挙（石川県第１区、石川県第２区、石川県第３区）において、政見放送及び経歴
放送実施規程（平成６年自治省告示第165号）第２条第７項の規定による候補者届出政党が政見放送を行うこと
ができる基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる候補者届出政党１政党当
たりの政見放送回数は、次のとおりとし、この告示の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の選挙か
ら適用する。
　なお、令和６年10月25日付け石川県選挙管理委員会告示第74号は、これを廃止する。
　　令和８年１月23日

石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　

区　　　　　　　分
テレビジョン放送 ラ ジ オ 放 送

基幹放送事業者名 回数 基幹放送事業者名 回数
石川県における届出候補者が１人
又は２人である候補者届出政党

石川テレビ放送株式会社 １ 北陸放送株式会社 １

石川県における届出候補者が３人
である候補者届出政党    

石川テレビ放送株式会社
株式会社テレビ金沢

１
１

北陸放送株式会社 １

石川県選挙管理委員会告示第８号
　令和８年２月８日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙において、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第
22条第３項の規定により、選挙人名簿の登録について、被登録資格の決定の基準となる日を次のとおり定めた
ので、公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第14条第２項の規定により告示する。
　　令和８年１月23日

石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　
　被登録資格の決定の基準日
　令和８年１月26日（ただし、年齢については、令和８年２月８日）

石川県選挙管理委員会告示第９号
　令和８年２月８日執行予定の衆議院比例代表選出議員選挙において、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第
175条第３項及び第６項の規定により衆議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに衆議院名簿登載者の氏名及び
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当選人となるべき順位の掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所は、次のとおりである。
　　令和８年１月23日

石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　
１　日　時　　令和８年１月27日　午後７時
２　場　所　　金沢市鞍月１丁目１番地　石川県庁　石川県選挙管理委員会室（行政庁舎５階）

衆議院小選挙区選出議員選挙石川県第１区選挙長

衆議院小選挙区選出議員選挙石川県第１区選挙長告示第３号
　公職選挙法（昭和25年法律第100号）第76条において準用する同法第62条第２項及び第４項の規定により、令和８
年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙石川県第１区における選挙会の選挙立会人となる者を定めるくじを行
う場所及び日時を同法第76条において準用する同法第62条第６項の規定により次のとおり告示する。
　　令和８年２月３日
 衆議院小選挙区選出議員選挙石川県第１区　
 選　挙　長　　吉　　田　　隆　　一　
１　場　所　　金沢市鞍月１丁目１番地
　　　　　　　石川県庁　石川県選挙管理委員会室（行政庁舎５階）
２　日　時　　令和８年２月６日（金）　午前９時30分

衆議院小選挙区選出議員選挙石川県第２区選挙長

衆議院小選挙区選出議員選挙石川県第２区選挙長告示第３号
　公職選挙法（昭和25年法律第100号）第76条において準用する同法第62条第２項及び第４項の規定により、令和８
年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙石川県第２区における選挙会の選挙立会人となる者を定めるくじを行
う場所及び日時を同法第76条において準用する同法第62条第６項の規定により次のとおり告示する。
　　令和８年２月３日
 衆議院小選挙区選出議員選挙石川県第２区　
 選　挙　長　　吉　　田　　隆　　一　
１　場　所　　金沢市鞍月１丁目１番地
　　　　　　　石川県庁　石川県選挙管理委員会室（行政庁舎５階）
２　日　時　　令和８年２月６日（金）　午前10時

衆議院小選挙区選出議員選挙石川県第３区選挙長

衆議院小選挙区選出議員選挙石川県第３区選挙長告示第３号
　公職選挙法（昭和25年法律第100号）第76条において準用する同法第62条第２項及び第４項の規定により、令和８
年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙石川県第３区における選挙会の選挙立会人となる者を定めるくじを行
う場所及び日時を同法第76条において準用する同法第62条第６項の規定により次のとおり告示する。
　　令和８年２月３日
 衆議院小選挙区選出議員選挙石川県第３区　
 選　挙　長　　吉　　田　　隆　　一　
１　場　所　　金沢市鞍月１丁目１番地
　　　　　　　石川県庁　石川県選挙管理委員会室（行政庁舎５階）
２　日　時　　令和８年２月６日（金）　午前10時30分
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衆議院比例代表選出議員選挙石川県選挙分会長

衆議院比例代表選出議員選挙石川県選挙分会長告示第１号
　公職選挙法（昭和25年法律第100号）第76条において準用する同法第62条第２項及び第４項の規定により、令和８
年２月８日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における石川県選挙分会の選挙立会人となる者を定めるくじを行う場
所及び日時を同法第76条において準用する同法第62条第６項の規定により次のとおり告示する。
　　令和８年２月３日
 衆議院比例代表選出議員選挙石川県選挙分会　
 選挙分会長　　粟　　田　　真　　人　
１　場　所　　金沢市鞍月１丁目１番地
　　　　　　　石川県庁　石川県選挙管理委員会室（行政庁舎５階）
２　日　時　　令和８年２月６日（金）午前11時


